
   しあわせ倍増・行革推進プラン市民評価委員会設置要綱 

 （設置） 

第１条 しあわせ倍増プラン２０１３及び行財政改革推進プラン２０１３に掲載され

た事業の進捗度及び成果について意見を聴取するため、しあわせ倍増・行革推進プ

ラン市民評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （組織） 

第２条 委員会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

⑴ 市民 

⑵ 関係団体の代表者 

⑶ 識見を有する者 

⑷ 前３号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

 （任期） 

第３条 委員の任期は、平成２９年３月３１日までとする。 

２ 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長及び職務代理者） 

第４条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名す

る委員がその職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 委員長は、会議を招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意

見又は説明を聴くことができる。 

３ 委員会の会議は、原則として公開とする。 

 （庶務） 

第６条 委員会の庶務は、都市戦略本部都市経営戦略部及び行財政改革推進部におい

て処理する。 

 （その他） 



第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定め

る。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年３月１２日から施行する。 


